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市営住宅課
　229－3190　　229－3213

市営住宅・市営美杉住宅入居者

久居分室
　255－8853　　255－5586

一志児童館
　・　293－0936

一志児童館地域交流会

津市体育館
　225－3171　　229－0189

ナイターの申し込み
（10・11月分）

久居総合支所生活課
　255－8841　　256－7666

市民人権講座
「誰もが安心できる社会」って

三重短期大学学生部
　232－2341　　232－9647

平成29年度後期
科目履修生・聴講生

環境保全課
　229－3398　　229－3354

空き家に関する無料相談会

募　　集

と　き 内容・講師

９月25日

10月２日

障害者差別解消法から考える
大杉博敏さん（市教委人権教
育課）

部落差別の解消の推進に関す
る法律について考える
丸山康郎さん（成美小学校教
頭）

白山市民会館
　262－7026　　262－5638

平成29年度津市白山市民会館
人権啓発講演会

イベント

と　き　９月２日(土)19時30分
　～(19時開場）
ところ　白山市民会館２階大会
　議室
内　容　奥田均さん(近畿大学人
　権問題研究所教授)による講演
　「部落差別解消推進法ってどん
　な法律？」　※手話通訳、託児
　あり

　全国的に空き
家は増加傾向に
あり、適切に管
理されていない
空き家が社会問
題になっています。
　空き家を所有する人や、将来
所有する可能性のある人を対象
に、不動産の売買・管理、相
続・贈与などの名義変更、贈与
税・所得税、成年後見、土地の
境界確定、建物のリフォーム・
耐震、不動産鑑定、資産活用、
建物解体など、空き家に関する
さまざまな相談に各分野の専門
家がお応えします。
　事前の申し込みは不要ですの
で、お気軽にお越しください。
と　き　９月16日(土)10時～16時
ところ　津リージョンプラザ２
階健康教室

相談内容の例
●使わない家を貸したい、売り
たい

●所有する住居や両親の住む実
家が空き家になりそうだが、
どうすればいいか

●実家が空き家になっていて、
地震などで倒壊しないか心配

●空き家を売却したいが、相続
登記が済んでいない

　

　津球場公園内野
球場と北部運動広
場の10・11月分の
ナイター使用の申
し込みを受け付けます。
申し込み　直接津市体育館窓口へ
受付期間　８月20日(日)～31日
　(木)８時30分～21時30分

　ボランティアグループ「福寿草」
による交流会です。
と　き　８月30日(水)10時～
ところ　一志児童館
内　容　こけ玉づくり
対　象　市内に在住の高校生以下
(就学前の子どもは保護者同伴)
定　員　先着15人
申し込み　電話で一志児童館へ
申込期間　８月21日(月)～29日(火)

　８月16日(水)から配布する所
定の申込用紙に必要書類を添え
て、直接市営住宅課または同課久
居分室窓口へ提出してください。
申込期間　８月29日(火)～９月
１日(金)８時30分～17時15分
※郵便・ファクスでの申込用紙の
配布、受け付けはできません。
※一部の住宅では随時入居者を
募集しています。詳しくはお
問い合わせください。

　科目履修生・聴講生は、所定
の時間割の中から受講したい科
目を自由に選択でき、本科生と

同様に学内の施設を利用できま
す。また、科目履修生は学修す
る科目について所定の成績を修
めると単位が認定されます。
対　象　平成29年3月31日現
在、18歳以上の人
選抜方法　書類審査
出願方法　８月17日(木)から三
重短期大学で配布する願書を
直接窓口へ提出
出願期間　９月５日(火)～７日
(木)９時～18時　
合格発表　９月19日(火)14時に
学内に掲示、また三重短期大
学ホームページにも掲載

とき・内容など　いずれも月曜
　日19時30分～20時30分

ところ　久居総合福祉会館北館
２階第１・２研修室
対　象　市内に在住・在勤・在
学の人
定　員　抽選各40人
申し込み　はがき、または電話、
ファクスで久居総合支所生活
課(〒514-1192 住所不要)へ
締め切り　９月15日(金)消印有効

中部国際空港へは
高速船で
セントレアまで45分！

　中部国際空港(セントレア)へは、
津なぎさまちから高速船を利用す
ると45分で行くことができます。
ぜひ早くて便利な高速船をご利用
ください。


